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民事救済法特論 ３年次／集中 ２単位 専・演 園田 賢治

１．授業の目標
展開・先端科目としての「民事救済法特論」では，民事裁判過程を民事救済過程と位置づけ，

裁判外紛争処理（ＡＤＲ），民事執行・民事保全法上の問題をも含めて，民事救済法上の現代
的な諸問題を，数多く理解することを目的とします。

この授業で目指すべき法曹像は，法的救済を創案できる基礎的な能力を有し，民事訴訟にも，
執行・保全手続にも，そして，裁判外紛争処理手続にも強く，「他者配慮」に秀でた法曹像で
す。また，具体的設例の検討を通じ，「実践」に強い学生の養成も考えており，密度の濃い集
中講義になればと思っています。

２．授業の内容
＊夏休み中に実施します。

この授業では，まず，参加学生が，民事裁判を通じた救済過程の全体像を理解し，かつ，そ
の周辺領域の民事紛争処理手続を理解することから始め，その後，個別の論題についての議論
を通じ，その理解を深めていく予定です。そして，この授業の総括として，現代の民事救済過
程における課題を展望します。

授業計画の概要は，以下の通りです。

①民事裁判を通じた救済過程
民事裁判を通じた救済過程について，その流れと基本原則を確認します。

②民事紛争処理の全体像
調停，仲裁，その他のＡＤＲについて，各手続の特徴と課題について，情報を共有します。

③～④民事裁判と救済
民事裁判を通じた救済の意義とその限界について検討します。

⑤～⑥紛争予防と救済
将来生じる権利・法律関係について，予め救済を与えることの意義を検討します

⑦～⑧金銭賠償と救済
損害額の立証の困難性の問題や，定期金賠償に関する問題を中心に検討します。

⑨～⑩専門的知見を要する紛争と救済
医療関係訴訟，建築関係訴訟，境界確定訴訟といった専門的知見を要する訴訟における諸問題，およびそれ

に代わる裁判外紛争処理手続を検討します。

⑪～⑫集団的権利保護と救済
消費者団体訴訟を中心とした集団的権利保護のあり方について検討します。

⑬～⑭強制執行と救済
債務名義に表示された請求権を実現することが，制度上困難となっている事例を取り上げ，その実現のあり

方を検討します。

⑮まとめ

３．テキスト
レジュメ・参考資料を準備します。

４．成績評価方法
定期試験（７０％），質疑討論点（３０点）の総合評価とします。質疑応答点は，授業中にお
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ける貢献度を中心として評価します。

５．備 考
（授業の進め方）
各回に指定された参考資料の予習を前提として，対話型の授業を行います。
ただし，基本的な事項については，私が予め説明を行います。






